
火災・救急・救助統計（平成２６年～平成２８年）
◆火災発生状況

平成２８年中に双葉消防本部管内で発生した火災
は１１件でした。

火災種別で見ると建物火災５件、車両火災２件、
その他火災４件となっており、平成２７年と比較す
ると４件減少しました。

特に浪江消防署管内(浪江町・双葉町・葛尾村)で
は、消防本部発足以来初めて、「365日無火災」を記
録し、現在も継続しております。（※平成29年3月１
５日現在）

◆救急出動状況
平成28年中の救急出動件数は739件で、帰還住民の

増加や、労働人口の増加によって、近年増加傾向と
なっております。

◆救助出動状況
平成28年中の救助出動件数は26件で、内訳とし

て、交通救助１６件、機械事故救助４件、水難救助1
件、火災救助１件、その他の事故救助４件でした。
　救急件数同様、近年増加傾向となっております。

全力で その先へ 双葉消防！
　 （平成２９年双葉消防本部スローガン）

 発行日 ： 平成２９年４月１日
 発行元 ： 双葉消防本部　総務課
 所在地 ： 楢葉町山田岡字仲丸1-110
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平成29年度の新年度を迎えて

双葉郡の皆様におかれましては、6年間の永きに渡り住み慣れたふるさとを離れ、

未だに不自由な避難生活を送られていることに対しまして、心よりお見舞いを申し

上げますとともに、住民の皆様が大変困難な状況にありながらも、常に消防に対す

る深いご理解と暖かい励ましを戴き、このことにより消防職員は「ふるさと双葉を

守る」という強い気持ちを持ち続けることができ、職員一丸となって双葉地方の火

災、災害対応そして救急救助活動を継続してくることができましたこと、心より感

謝を申し上げます。
さて、双葉消防本部は、震災等の影響により、浪江消防署、富岡消防署といった基

幹となる署所が閉鎖を余儀なくされ、その機能を川内出張所等に移しておりました

が、区域再編や避難指示解除に合わせて、順次、震災前の体制に回復させるよう努

めて参りました。

現在、楢葉分署、川内及び葛尾出張所につきましては、震災前同様の体制に回復

しているほか、浪江消防署は「サンシャイン浪江」を仮庁舎として震災前の規模で

業務を続けており、富岡消防署につきましても富岡消防署臨時拠点を開所いたしま

して、24時間体制で消防車と救急車2隊が同時に出動できる体制をとっているとこ

ろであります。

また、消防体制の更なる強化を図るために、浪江消防署、富岡消防署そして葛尾

出張所の新庁舎建設に向けて準備を進めているところであります。

双葉消防本部といたしましては、住民の皆様に安心感を抱いていただくために、

目に見える施策を積極的に進めていくとともに、「全力で その先へ 双葉消防！」

をスローガンに掲げ、皆様の貴重な財産が火災等によって失うことのないように、

火災抑止対策及び消火体制の強化を図り、併せて地域住民の生命身体を確実に救護

できるように、全署所の総力を挙げて対応して参りますので、ご理解とご協力を賜

りますようお願いいたします。

双葉郡では、まさに今の時期が「火災多発期」となっておりますので、火災を未

然に防ぐためにも「火の用心」のご協力をお願いいたします。

結びに、皆様方におかれましては、今以上に幸福度が向上し、安寧と愁いのない時間を過ごされますようご祈念

いたしましてご挨拶と致します。

平成29年4月 双葉消防本部 消防長 大和田 仁



　

地域住民に対する防火講話について

　平成２８年１２月２１日（水）、浪
江町準備宿泊者を対象に、火災の主な
原因、初期消火について講話をいたし
ました。
　空気が乾燥する時期でもあり、更な
る防火啓発を図って参りますので火災
予防にご協力お願い致します。

福島県消防救助技術大会に向けて

　初夏に実施される救助技術大会に向け、浪江消防署と楢葉分
署で訓練を実施しています。

ほふく救出 ロープブリッジ救出 引揚救助

・古くなると電子部品の劣化や電
池切れにより、火災を感知しなく
なる恐れがあります！
・点検時、音が鳴らない時は、電
池切れですので、 急いで交換して
ください！

東日本大震災後の合同捜索について 心臓の病気ってどんなもの？

　東日本大震災から６年が経過しましたが、現在も毎月１１日に福
島県警察本部と合同で、双葉郡沿岸部の捜索活動を継続中です。
　平成２８年中の活動では、発見された骨片から、ＤＮＡ鑑定等に
より３名の身元が確認され、ご家族の元へ帰すことができました。

3.11 合同捜索 追悼式

【なぜ義務化されたのか？】
・住宅火災での死亡原因の約７割は逃げ遅れ(就寝時間帯に多い)
・高齢化社会により焼死者が増加（死者の半数以上が高齢者）

　全国的に山火事が非常に多い時期となっています。
山火事の原因で多いのは人災（焚き火、タバコのポイ
捨て、火遊びなど）です。
　大切な自然や、貴重な人命・財産を火災から守るた
め、火気の取扱いには十分気を付けましょう。【設置場所は？】

・普段「就寝に使われている全ての部屋」に設置します。
・寝室がある階の階段に設置します。

※法的義務はありませんが、台所や仏間にも極力設置して
　いただきますようお願い致します。 みなさんの協力で防げる火災があります！

【１０年を目安に交換をオススメします！】

住宅用火災警報器は
　　すべての住宅で義務化されています! 山火事にご注意！

連絡先

火災

心臓に栄養を送る冠動脈が詰まってしまい

心臓の筋肉が死んでしまう病気です。何の

前触れもなく激しい胸の痛みが20分以上続

きます。

皆さん、日本人の死因の第２位は心臓の病気です。

その代表的なものに

「心筋梗塞」 「狭心症」 があります。

冠動脈が狭くなってしまい心臓に必要

な栄養が送れない病気です。

そのため、胸痛・息切れ・動悸などがお

こります。

・禁煙

・塩分・糖分・脂肪分を取り過ぎない

・バランスの良い食事

・適度な運動

・ストレスをためない

・強い胸痛を感じたらすぐ病院へ

救急 救助


